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地方獣医師会会長 各 位

公益社団法人 日本獣医師会  

会 長 藏 内 勇 夫

(公印及び契印の押印は省略)

家畜改良増殖法第４条第１項の適正実施について

このことについて、令和2年9月2日付け2生畜第1007号をもって、農林水産省生

産局畜産部畜産振興課長から、別添のとおり通知がありました。

家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第4条第1項においては、牛、馬その他

政令で定める家畜の雄（政令で定める家畜は、家畜人工授精の用に供する豚である。）

は、独立行政法人家畜改良センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から

種畜証明書の交付を受けているものでなければ、原則として種付けの用に供してはな

らないと規定されています。

このたびの通知は、酪農家が種畜証明書の交付を受けていない愛玩用の雄馬を種付

けの用に供し、他人の飼養する雌馬に交配を行い、前述の法に違反する事案が確認さ

れたことを受け、他人の飼養する雌の家畜への種付けの用に供する牛、馬等の雄につ

いては、愛玩用を目的として飼養する場合であっても、家畜改良増殖法第4条第1項

の規定に基づき、予め種畜検査を受検し、種畜証明書の交付を受けることの周知及び

指導の徹底を依頼されたものです。

つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。
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